
三
つ
の
フ
ェ
ー
ズ
で

開
示
の
強
化
・
改
善
を
図
る

２
０
０
７
年
か
ら
実
施
さ
れ
て
い

る
バ
ー
ゼ
ル
Ⅱ
に
お
い
て
、
情
報
開

示
を
通
じ
て
市
場
規
律
を
働
か
せ
る

こ
と
に
よ
っ
て
銀
行
の
健
全
性
を
高

め
る
た
め
の
「
第
３
の
柱
」
が
導
入

さ
れ
た
（
注
１
）。
し
か
し
な
が
ら
、

金
融
危
機
時
に
銀
行
が
抱
え
る
リ
ス

ク
の
状
況
が
比
較
し
づ
ら
く
、
利
用

者
（
預
金
者
、
投
資
家
な
ど
）
に
と

っ
て
役
に
立
つ
情
報
が
わ
か
り
や
す

く
提
供
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い

か
と
の
批
判
が
聞
か
れ
た
。
こ
の
た

め
バ
ー
ゼ
ル
委
は
、
３
段
階
（
フ
ェ

ー
ズ
）
か
ら
成
る
開
示
の
強
化
・
改

善
に
向
け
た
見
直
し
作
業
に
着
手
す

る
こ
と
と
な
っ
た
（
図
表
１
）。

フ
ェ
ー
ズ
１

自
己
資
本
比
率
の
分
母
に
係
る

開
示
の
見
直
し

ま
ず
フ
ェ
ー
ズ
１
と
し
て
、
自
己

資
本
比
率
を
計
算
す
る
際
、
分
母
に

算
入
す
る
信
用
リ
ス
ク
、
マ
ー
ケ
ッ

ト
リ
ス
ク
等
に
係
る
開
示
の
見
直
し

を
行
っ
た
。
多
く
の
項
目
は
、
銀
行

に
よ
り
す
で
に
開
示
さ
れ
て
い
る
も

の
で
あ
る
が
、
比
較
可
能
性
を
高
め

る
た
め
に
共
通
の
様
式
を
定
め
る
と

と
も
に
、
そ
の
内
容
を
さ
ら
に
充
実

さ
せ
る
こ
と
と
し
た
。

具
体
的
に
は
、
以
下
の
カ
テ
ゴ
リ

ー
ご
と
に
様
式
を
定
め
、
こ
れ
ま
で

の
開
示
内
容
の
粒
度
を
高
め
て
い
る
。

金
融
庁
は
２
０
１
７
年
12
月
、
自
己
資
本
比
率
規
制
の
﹁
第
３
の
柱
﹂
に
関
す
る
告
示
等
の

一
部
改
正
を
行
っ
た
。
バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員
会
︵
バ
ー
ゼ
ル
委
︶
は
、
銀
行
の
情
報
開

示
の
強
化
・
改
善
に
向
け
、
３
段
階
か
ら
成
る
見
直
し
を
行
っ
て
お
り
、
今
般
の
改
正
は
そ

の
１
段
階
目
に
あ
た
る
。
17
年
12
月
に
バ
ー
ゼ
ル
Ⅲ
の
改
革
パ
ッ
ケ
ー
ジ
が
最
終
化
さ
れ
、

預
金
者
等
に
わ
か
り
や
す
い
か
た
ち
で
開
示
の
充
実
を
図
る
こ
と
は
、
今
後
よ
り
重
要
な
意

味
を
持
つ
。
本
稿
で
は
、
今
般
の
改
正
概
要
と
今
後
の
予
定
に
つ
い
て
解
説
す
る
。

〔図表１〕 開示の強化・改善に向けた
フェーズ

フェーズ 概 要

１
現行の自己資本比率の分母（リ
スクアセット）に係る開示の見
直し

２

バーゼルⅡ以降新たに導入され
た規制（総損失吸収力（TLAC）、
流動性比率、レバレッジ比率等）
に係る開示と主要指標の一覧表
の導入 

３ バーゼルⅢの最終化に係る開示
の見直し
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① 

リ
ス
ク
ア
セ
ッ
ト
の
概
要
（
様
式

Ｏ
Ｖ
＝O

verview
 of R

W
A

）

② 

財
務
諸
表
と
自
己
資
本
比
率
規
制

上
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
関
連

性
（
Ｌ
Ｉ
＝L

inkage betw
een 

financial statem
ents and reg-

ulatory exposures

）

③ 

信
用
リ
ス
ク
（
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー

テ
ィ
ー
信
用
リ
ス
ク
、
証
券
化
お

よ
び
フ
ァ
ン
ド
取
引
に
関
す
る
も

の
を
除
く
）（
Ｃ
Ｒ
＝C

redit risk

）

④ 

カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
テ
ィ
ー
信
用
リ

ス
ク
（
Ｃ
Ｃ
Ｒ
＝C

ounterparty 
credit risk

）

⑤ 

証
券
化
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
（
Ｓ

Ｅ
Ｃ
＝Securitisation

）

⑥ 

マ
ー
ケ
ッ
ト
リ
ス
ク
（
Ｍ
Ｒ
＝

M
arket risk

）

バ
ー
ゼ
ル
委
で
の
合
意
を
受
け
て
、

わ
が
国
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ま
で
告

示
の
本
則
に
列
挙
し
て
い
た
定
量
的

な
開
示
項
目
の
大
部
分
を
新
た
に
定

め
た
別
紙
様
式
に
移
す
こ
と
と
し
た
。

各
開
示
項
目
に
よ
っ
て
、
事
業
年
度

ご
と
（
29
項
目
）（
注
２
）、
中
間
期

ご
と
（
23
項
目
）、
四
半
期
ご
と

（
４
項
目
）
と
、
開
示
が
求
め
ら
れ

る
頻
度
が
異
な
る
。
各
様
式
の
略
称
、

開
示
項
目
、
開
示
の
頻
度
を
ま
と
め

た
も
の
が
図
表
２
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
開
示
の
国
内
規
制
と

の
相
違
は
、
イ
様
式
の
統
一
化
に
加

え
て
、
ロ
財
務
諸
表
と
自
己
資
本
比

率
規
制
上
の
リ
ス
ク
カ
テ
ゴ
リ
ー
別

の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
と
の
対
応
関

係
を
示
す
Ｌ
Ｉ
様
式
の
追
加
、
ハ
内

部
モ
デ
ル
を
用
い
た
場
合
の
信
用
リ

ス
ク
、
マ
ー
ケ
ッ
ト
リ
ス
ク
、
カ
ウ

ン
タ
ー
パ
ー
テ
ィ
ー
信
用
リ
ス
ク
そ

れ
ぞ
れ
の
リ
ス
ク
ア
セ
ッ
ト
の
前
四

半
期
か
ら
の
変
動
要
因
分
析
、
ニ
信

用
リ
ス
ク
お
よ
び
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー

テ
ィ
ー
信
用
リ
ス
ク
に
係
る
開
示
項

目
の
細
分
化
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、

開
示
の
比
較
可
能
性
・
粒
度
が
高
ま

る
と
と
も
に
、
財
務
諸
表
と
の
関
係

性
へ
の
理
解
が
深
ま
り
、
前
期
と
の

比
較
だ
け
で
な
く
増
減
の
主
要
因
を

把
握
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
い

う
点
で
、
利
用
者
に
よ
り
役
立
つ
内

容
に
な
っ
て
い
る
と
期
待
し
て
い
る
。

以
上
の
定
量
的
な
開
示
に
加
え
て
、

こ
れ
ま
で
ど
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
カ

テ
ゴ
リ
ー
に
係
る
リ
ス
ク
の
特
性
や

管
理
方
針
等
の
定
性
項
目
の
開
示
を

求
め
、
内
部
モ
デ
ル
の
定
性
開
示
等

に
つ
い
て
は
、
よ
り
詳
細
な
開
示
を

求
め
て
い
る
。

ま
た
、
精
度
向
上
の
た
め
、
金
融

機
関
に
対
し
て
開
示
全
般
に
か
か
わ

る
開
示
方
針
の
策
定
・
内
部
で
の
周

知
と
、
当
該
方
針
に
従
っ
た
適
切
な

開
示
を
行
う
た
め
の
体
制
整
備
を
求

め
る
。
加
え
て
、
そ
の
主
た
る
内
容

や
、
当
該
方
針
に
沿
っ
た
適
切
な
開

示
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
経
営
陣

等
が
関
与
し
確
認
し
た
こ
と
に
つ
い

て
、
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
誌
等
に

記
載
す
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
と
し

た
。
こ
れ
は
、
開
示
に
つ
い
て
は
、

財
務
の
担
当
部
署
だ
け
で
な
く
、
金

融
機
関
全
体
と
し
て
、
望
ま
し
い
姿

を
創
意
工
夫
し
て
確
立
す
べ
き
で
あ

る
と
の
考
え
に
基
づ
い
て
い
る
。

単
体
開
示
の
簡
素
化

バ
ー
ゼ
ル
委
の
合
意
に
お
い
て
は
、

最
低
基
準
と
し
て
銀
行
グ
ル
ー
プ
の

最
上
位
連
結
レ
ベ
ル
で
の
開
示
が
求

め
ら
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
ど
の
レ

ベ
ル
ま
で
開
示
を
求
め
る
の
か
は
、

各
国
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。

日
本
の
国
内
規
制
に
お
い
て
は
、

こ
れ
ま
で
持
株
連
結
お
よ
び
銀
行
連

結
・
単
体
す
べ
て
の
段
階
で
同
項
目

の
開
示
を
求
め
て
き
た
。
そ
の
理
由

と
し
て
は
、
持
株
ベ
ー
ス
の
み
の
開

示
で
は
業
態
（
商
銀
・
信
託
等
）
の

違
い
に
よ
る
影
響
の
情
報
が
得
ら
れ

な
い
ほ
か
、
た
と
え
ば
銀
行
以
外
の

子
会
社
の
財
務
状
況
等
が
親
銀
行
の

健
全
性
に
与
え
る
影
響
が
見
え
に
く

く
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
が
あ
げ

ら
れ
る
。

一
方
、
今
般
の
開
示
見
直
し
に
よ

り
、
前
記
の
と
お
り
大
幅
に
開
示
項

目
が
追
加
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
開
示

情
報
の
増
大
や
そ
れ
に
伴
う
銀
行
の

負
担
軽
減
に
も
一
定
の
配
慮
を
行
う

べ
く
、
こ
れ
ま
で
持
株
連
結
お
よ
び

銀
行
連
結
・
単
体
す
べ
て
の
段
階
で
、

同
じ
項
目
の
開
示
を
求
め
て
き
た
国

内
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
簡
素
化
を

図
る
こ
と
と
し
た
。

リ
ス
ク
ア
セ
ッ
ト
の
概
要
を
示
す

主
要
項
目
（
Ｏ
Ｖ
１
）
に
つ
い
て
は
、

そ
の
重
要
性
か
ら
、
持
株
連
結
お
よ

び
銀
行
連
結
、
単
体
す
べ
て
の
段
階

で
開
示
を
求
め
る
必
要
性
が
高
い
と

考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
リ
ス
ク
カ
テ

ゴ
リ
ー
ご
と
の
詳
細
な
内
訳
に
つ
い

て
は
、
銀
行
連
結
・
単
体
間
の
リ
ス

ク
ア
セ
ッ
ト
の
差
異
は
大
き
く
な
い
。

グ
ル
ー
プ
ベ
ー
ス
、
連
結
ベ
ー
ス
で

の
管
理
が
重
視
さ
れ
る
な
か
で
、
単

体
に
係
る
情
報
に
対
す
る
利
用
者
の

ニ
ー
ズ
も
限
定
的
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

一
定
の
簡
素
化
を
図
る
余
地
が
認
め

ら
れ
る
。
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〔図表２〕 開示項目と開示の頻度

略称 開示項目（注３）
開示のタイミング（注４）

第１四半期 第２四半期 
（中間） 第３四半期 第４四半期 

（年度）

ＯＶ１ リスクアセットの概要 第８号第１面
（四半期）

第４号第１面
（中間） 
第８号第１面
（四半期）

第８号第１面
（四半期）

第２号第１面
（年度） 
第８号第１面
（四半期）

ＬＩ１

会計上の連結範囲と自己資本比率規制上の連
結範囲との間の差異および連結貸借対照表の
区分と自己資本比率規制上のリスクカテゴリ
ーとの対応関係

第２号第２面
（年度）

ＬＩ２
自己資本比率規制上のエクスポージャーの額
と連結貸借対照表計上額との差異のおもな要
因

第２号第３面
（年度）

ＣＲ１ 資産の信用の質 第４号第２面
（中間）

第２号第４面
（年度）

ＣＲ２ デフォルトした貸出金・有価証券等（うち負
債性のもの）の残高の変動

第４号第３面
（中間）

第２号第５面
（年度）

ＣＲ３ 信用リスク削減手法 第４号第４面
（中間）

第２号第６面
（年度）

ＣＲ４ 標準的手法－信用リスクエクスポージャーと
信用リスク削減手法の効果

第４号第５面
（中間）

第２号第７面
（年度）

ＣＲ５ 標準的手法－資産クラスおよびリスクウェイ
ト別の信用リスクエクスポージャー

第４号第６面
（中間）

第２号第８面
（年度）

ＣＲ６
内部格付手法－ポートフォリオおよびデフォ
ルト率（ＰＤ）区分別の信用リスクエクスポ
ージャー

第４号第７面
（中間）

第２号第９面
（年度）

ＣＲ７
内部格付手法－信用リスク削減手法として用
いられるクレジットデリバティブが信用リス
クアセットの額に与える影響

第４号第８面
（中間）

第２号第10面
（年度）

ＣＲ８ 内部格付手法を適用した信用リスクエクスポ
ージャーのリスクアセット変動表

第８号第２面
（四半期）

第８号第２面
（四半期）

第８号第２面
（四半期）

第２号第11面
（年度） 
第８号第２面
（四半期）

ＣＲ９ 内部格付手法－ポートフォリオ別のデフォル
ト率（ＰＤ）のバック・テスティング

第２号第12面
（年度）

ＣＲ10
内部格付手法－特定貸付債権（スロッティン
グ・クライテリア方式）と株式等エクスポー
ジャー（マーケット・ベース方式等）

第４号第９面
（中間）

第２号第13面
（年度）

ＣＣＲ１ 手法別のカウンターパーティー信用リスクエ
クスポージャー額

第４号第10面
（中間）

第２号第14面
（年度）

ＣＣＲ２ ＣＶＡリスクに対する資本賦課 第４号第11面
（中間）

第２号第15面
（年度）

ＣＣＲ３ 業種別およびリスクウェイト別のカウンター
パーティー信用リスクエクスポージャー

第４号第12面
（中間）

第２号第16面
（年度）

ＣＣＲ４
内部格付手法－ポートフォリオ別およびＰＤ
区分別のカウンターパーティー信用リスクエ
クスポージャー

第４号第13面
（中間）

第２号第17面
（年度）

ＣＣＲ５ 担保の内訳 第４号第14面
（中間）

第２号第18面
（年度）

ＣＣＲ６ クレジットデリバティブ取引のエクスポージ
ャー

第４号第15面
（中間）

第２号第19面
（年度）

金融財政事情2018． 3． 5 36



ま
た
、
リ
ス
ク

管
理
の
方
針
や
内

部
モ
デ
ル
の
説
明

等
の
定
性
的
な
開

示
に
つ
い
て
、
銀

行
は
持
株
連
結
ま

た
は
銀
行
連
結
ベ

ー
ス
で
一
体
的
な

管
理
態
勢
を
構
築

し
て
い
る
こ
と
が

多
く
、
単
体
開
示

は
こ
う
し
た
管
理

実
務
に
必
ず
し
も

な
じ
ま
な
い
面
も

あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。こ

の
点
を
ふ
ま

え
、
今
後
さ
ら
な

る
開
示
項
目
の
追

加
が
想
定
さ
れ
る

な
か
、
開
示
の
有

用
性
を
損
な
う
こ

と
な
く
、
銀
行
の

負
担
軽
減
を
図
る

観
点
か
ら
、
主
要

項
目
以
外
の
開
示

と
定
性
開
示
に
つ

い
て
、
銀
行
連
結

ベ
ー
ス
で
開
示
し

て
い
る
場
合
に
は
、

単
体
で
の
開
示
を
不
要
と
し
、
簡
素

化
す
る
こ
と
と
し
た
。

フ
ェ
ー
ズ
２

バ
ー
ゼ
ル
Ⅲ
の
新
規
制
に 

係
る
開
示
と
一
覧
表
の
導
入

フ
ェ
ー
ズ
２
で
は
、
バ
ー
ゼ
ル
Ⅲ

に
な
っ
て
新
た
に
導
入
さ
れ
た
規
制

等
（
総
損
失
吸
収
力
（
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
）

規
制
、
流
動
性
規
制
、
レ
バ
レ
ッ
ジ

比
率
規
制
な
ど
）
に
係
る
開
示
文
書

を
統
合
し
、
見
直
し
を
行
う
と
と
も

に
、
新
た
に
主
要
指
標
の
一
覧
表
を

導
入
し
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
規
制
に
係

る
開
示
が
含
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
規

制
ご
と
に
実
施
時
期
が
異
な
っ
て
い

る
点
に
は
留
意
が
必
要
で
あ
る
。

金
融
庁
で
は
、
フ
ェ
ー
ズ
２
の
う

ち
「
主
要
指
標
（
Ｋ
Ｍ
＝K

ey m
et-

rics

）」
と
「
報
酬
（
Ｒ
Ｅ
Ｍ
＝R

e-
m

uneration

）」
の
開
示
を
18
年
３

月
か
ら
実
施
す
べ
く
、
17
年
12
月
に

告
示
等
の
改
正
案
を
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ

メ
ン
ト
に
付
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

主
要
指
標
（
Ｋ
Ｍ
）
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ま
で
別
々
の
表
で
記
載
さ
れ
て

い
た
自
己
資
本
比
率
、
レ
バ
レ
ッ
ジ

比
率
、
流
動
性
比
率
等
の
主
要
指
標

を
一
覧
表
に
し
て
、
四
半
期
ご
と
に

（
直
近
時
と
１
年
前
ま
で
の
）
５
期

略称 開示項目（注３）
開示のタイミング（注４）

第１四半期 第２四半期 
（中間） 第３四半期 第４四半期 

（年度）

ＣＣＲ７
期待エクスポージャー方式を用いたカウンタ
ーパーティー信用リスクエクスポージャーの
リスクアセット変動表

第８号第３面
（四半期）

第８号第３面
（四半期）

第８号第３面
（四半期）

第２号第20面
（年度） 
第８号第３面
（四半期）

ＣＣＲ８ 中央清算機関向けエクスポージャー 第４号第16面
（中間）

第２号第21面
（年度）

ＳＥＣ１
原資産の種類別の証券化エクスポージャー
（信用リスクアセットの額の算出対象となっ
ている証券化エクスポージャーに限る）

第４号第17面
（中間）

第２号第22面
（年度）

ＳＥＣ２
原資産の種類別の証券化エクスポージャー
（マーケットリスク相当額の算出対象となっ
ている証券化エクスポージャーに限る）

第４号第18面
（中間）

第２号第23面
（年度）

ＳＥＣ３

信用リスクアセットの額の算出対象となる証
券化エクスポージャーおよび関連する所要自
己資本（自金融機関がオリジネーターまたは
スポンサーである場合）

第４号第19面
（中間）

第２号第24面
（年度）

ＳＥＣ４
信用リスクアセットの額の算出対象となる証
券化エクスポージャーおよび関連する所要自
己資本（自金融機関が投資家である場合）

第４号第20面
（中間）

第２号第25面
（年度）

ＭＲ１ 標準的方式によるマーケットリスク相当額 第４号第21面
（中間）

第２号第26面
（年度）

ＭＲ２ 内部モデル方式を適用して算出されたリスク
アセットの額の変動要因

第８号第４面
（四半期）

第８号第４面
（四半期）

第８号第４面
（四半期）

第２号第27面
（年度） 
第８号第４面
（四半期）

ＭＲ３ 内部モデル方式の状況（マーケットリスク） 第４号第22面
（中間）

第２号第28面
（年度）

ＭＲ４ 内部モデル方式のバック・テスティングの結
果

第４号第23面
（中間）

第２号第29面
（年度）

（前ページの続き）
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分
の
開
示
を
求
め
て
い
る
。
こ
れ
に

つ
い
て
も
、
比
較
可
能
性
を
高
め
る

た
め
、
す
べ
て
の
銀
行
向
け
に
同
じ

様
式
を
定
め
て
い
る
。

報
酬
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
年
次

で
開
示
が
求
め
ら
れ
て
い
る
報
酬
に

係
る
開
示
項
目
（
報
酬
に
関
す
る
方

針
、
当
事
業
年
度
に
支
給
さ
れ
た
報

酬
、
特
別
報
酬
お
よ
び
繰
延
報
酬
に

関
す
る
事
項
）
に
つ
い
て
、
一
律
に

同
じ
様
式
を
用
い
て
開
示
す
る
こ
と

を
求
め
る
と
と
も
に
、
一
部
の
項
目

に
つ
い
て
追
加
的
な
開
示
を
求
め
て

い
る
。

フ
ェ
ー
ズ
３

バ
ー
ゼ
ル
Ⅲ
の
最
終
化
に
係
る 

開
示
の
見
直
し

フ
ェ
ー
ズ
３
に
つ
い
て
は
、
バ
ー

ゼ
ル
委
が
市
中
協
議
を
開
始
し
た
と

こ
ろ
で
あ
る
。
バ
ー
ゼ
ル
委
は
、
信

用
リ
ス
ク
、
信
用
評
価
調
整
（
Ｃ
Ｖ

Ａ
）
リ
ス
ク
、
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル

リ
ス
ク
の
各
分
野
に
お
け
る
リ
ス
ク

計
測
手
法
や
、
レ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
等

の
見
直
し
を
行
い
、
17
年
12
月
の
中

央
銀
行
総
裁
・
銀
行
監
督
当
局
長
官

グ
ル
ー
プ
（
Ｇ
Ｈ
Ｏ
Ｓ
）
会
合
に
お

い
て
承
認
さ
れ
た
。
フ
ェ
ー
ズ
３
は
、

こ
の
バ
ー
ゼ
ル
Ⅲ
の
最
終
化
に
お
い

て
合
意
さ
れ
た
事
項
を
含
む
開
示
の

見
直
し
の
総
仕
上
げ
で
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
バ
ー
ゼ
ル
委
で
見

直
さ
れ
た
信
用
リ
ス
ク
（
標
準
的
手

法
お
よ
び
内
部
格
付
手
法
）、
オ
ペ

レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
リ
ス
ク
、
Ｃ
Ｖ
Ａ
お

よ
び
レ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
に
係
る
開
示

様
式
の
策
定
／
修
正
を
行
う
予
定
で

あ
る
。
ま
た
、
内
部
モ
デ
ル
手
法
を

用
い
て
計
算
し
た
リ
ス
ク
ア
セ
ッ
ト

と
標
準
的
手
法
を
適
用
し
た
場
合
の

リ
ス
ク
ア
セ
ッ
ト
の
比
較
表
、
処
分

上
制
約
の
あ
る
資
産
／
な
い
資
産
の

開
示
等
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。

有
益
な
開
示
の
実
現
に 

向
け
て

今
後
、
バ
ー
ゼ
ル
委
に
よ
る
フ
ェ

ー
ズ
２
、
フ
ェ
ー
ズ
３
の
改
正
を
受

け
た
国
内
の
開
示
見
直
し
を
順
次
実

施
す
る
予
定
で
あ
る
。
一
連
の
開
示

見
直
し
に
よ
り
、
本
邦
金
融
機
関
に

よ
る
情
報
開
示
の
充
実
が
図
ら
れ
る

だ
け
で
な
く
、
海
外
を
含
め
た
金
融

機
関
間
の
比
較
も
容
易
と
な
る
こ
と

が
期
待
さ
れ
る
。
利
用
者
に
と
っ
て

わ
か
り
や
す
い
開
示
と
な
る
よ
う
、

検
討
を
進
め
て
い
き
た
い
。

ま
た
、
バ
ー
ゼ
ル
委
に
よ
る
今
般

の
改
正
は
、
国
際
統
一
基
準
行
を
対

象
に
し
た
最
低
基
準
の
見
直
し
で
あ

る
。
今
後
、
フ
ェ
ー
ズ
３
の
国
際
的

な
議
論
が
ま
と
ま
っ
た
と
こ
ろ
で
、

国
内
基
準
行
へ
の
適
用
等
に
つ
い
て

も
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

預
金
者
お
よ
び
投
資
家
に
と
っ
て
、

ど
の
よ
う
な
情
報
が
有
益
な
の
か
、

比
較
可
能
性
に
十
分
配
慮
し
つ
つ
、

各
金
融
機
関
の
創
意
工
夫
も
生
か
し

て
、
開
示
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
が
最

も
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
う
い

っ
た
観
点
か
ら
、
引
き
続
き
金
融
機

関
と
十
分
な
対
話
を
行
い
、
有
益
な

開
示
の
実
現
に
取
り
組
ん
で
い
き
た

い
。

＊　

＊　

＊

本
稿
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
前

田
壮
一
氏
（
元
金
融
庁
健
全
性
基
準

室
課
長
補
佐
）、
野
口
祐
輔
氏
、
吉

良
宣
哉
氏
、
夏
間
智
史
氏
、
吉
田
紗

枝
子
氏
（
い
ず
れ
も
金
融
庁
健
全
性

基
準
室
）
か
ら
多
大
な
協
力
を
得
た
。

（
な
お
、
本
稿
に
お
け
る
意
見
は
執
筆
者

の
個
人
的
見
解
で
あ
り
、
金
融
庁
の
公

式
見
解
で
は
な
い
。）

（
注
） １　

第
１
の
柱
（
最
低
所
要
自
己

資
本
比
率
）、
第
２
の
柱
（
金
融
機

関
の
自
己
管
理
と
監
督
上
の
検

証
）
と
と
も
に
「
３
本
の
柱
」
と

し
て
、
バ
ー
ゼ
ル
Ⅱ
に
お
い
て
導
入

さ
れ
て
い
る
。

２　

29
項
目
の
う
ち
、
事
業
年
度

の
み
開
示
が
求
め
ら
れ
る
の
は
３

項
目
。

３　

フ
ェ
ー
ズ
１
と
し
て
追
加
し
た

様
式
の
み
を
、
一
覧
表
に
し
た
も
の

で
あ
る
。

４　

別
紙
様
式
の
番
号
は
銀
行
・

持
株
告
示
を
例
に
記
載
。

あ
さ
く
ら　

り
え

99
年
財
務
省
近
畿
財
務
局
入
省
。
米

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
連
銀
出
向
、
国
際
室

課
長
補
佐
（
バ
ー
ゼ
ル
規
制
担

当
）、
金
融
国
際
審
議
官
補
佐
官
等

を
経
て
、
15
年
か
ら
現
職
。

み
や
が
わ　

か
ず
ひ
さ

04
年
財
務
省
東
海
財
務
局
入
省
。
財

務
省
政
策
金
融
課
、
内
閣
府
地
域
経

済
活
性
化
支
援
機
構
担
当
室
等
を
経

て
、
16
年
か
ら
現
職
。

て
ら
む
ら　

と
も
よ
し

94
年
米
ペ
ン
シ
ル
バ
ニ
ア
大
学
ウ
ォ

ー
ト
ン
校
経
営
学
修
士
。
あ
お
ぞ
ら

銀
行
等
を
経
て
、
10
年
金
融
庁
入

庁
。
同
年
か
ら
国
際
室
課
長
補
佐

（
バ
ー
ゼ
ル
規
制
担
当
）、
17
年
か

ら
取
引
報
告
調
整
官
を
兼
務
。
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